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はじめに　
　2001年に就任した小

こ

泉
いずみ

純
じゅん

一
いち

郎
ろう

首相は、所信表

明演説で「民間にできることは民間にゆだね、地

方にできることは地方にゆだねる」「財源問題を

含めて地方分権を積極的に推進する」「公務員制

度改革に取り組んでいく」と述べ、新自由主義に

基づく構造改革により、地方自治体では公の施設

の指定管理者制度や窓口業務の民間委託などを推

進した。

　2003年度予算では、いわゆる「三位一体改革」

により、3300億円程度の自治体財源削減が行わ

れ、各自治体の当初予算は歳入不足となり、正規

職員の新規採用抑制や給与の独自カットなどを

行った。

　小泉政権のあとを受けた安
あ

倍
べ

政権も新自由主義

的構造改革をより一層推進しており、非正規地方

公務員の増加と賃金・労働条件の劣化、民間委託

の増大を招いている。

　本稿では2020年から新たに導入される会計年度

任用職員制度と公務・公共サービスの外部化・営

利化の現状・課題について述べたい。

会計年度任用職員制度とは1

新自由主義行革と非正規地方公務員の
増加

⑴

　総務省は「地方公共団体における行政改革の推

進のための新たな指針」（2005年 3 月）などによ

り、正規職員の削減を含む行政改革を自治体に強

要し、①指定管理者制度の活用を含む民間委託等

の推進、②定員管理の適正化（定員削減目標）な

どを含む集中改革プランと毎年の進捗状況の公表

を義務づけた。その結果1996年から23年間で約55

万人の自治体正規職員が削減され、また、相次ぐ

権限委譲により人員不足に拍車がかかり、窮余の

策として自治体は非正規職員を大量に採用した。

　総務省が実態調査を初めて行った2005年には45

万5000人だった自治体の臨時・非常勤職員は2016

年には64万4000人に増加している。任用根拠も自

治体ごとにまちまちで、本来 1年しか任用できな

いはずの臨時的任用職員を、新たな職の設置とい

う名目で再度任用し、10年以上同じ職に従事させ

ている自治体が多数存在するなど、不適切な運用

が蔓延している。

杉
す ぎ

本
も と

　高
たかし全労連公務部会事務局次長

同臨時・非常勤職員問題専門委員長
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法案検討の中での後退⑵

　この状況を受けて、総務省は研究会を設け、

2016年12月に報告書を提出した。報告書では、①

特別職非常勤職員を委員や顧問といった「専門性

の高い者等」に限定する、②臨時的任用職員を国

と同様に「臨時・緊急の場合に限り」「常勤職員

（フルタイム）の代替」に限定する、③一般職非

常勤職員の「新たな仕組み」を設けて労働者性の

高い非常勤職員は一般職非常勤職員として任用す

る、の 3点を課題への対応として示し、一般職非

常勤職員の賃金体系を給料・手当を支給できる給

付体系に移行させるとした。この際に③の職に

「（仮称）会計年度任用職員」の名称が用いられ

た。

　報告書に対し、自治体首長から財政負担を懸念

する意見が相次いで出されたこともあり、総務省

は地方公務員法・地方自治法改正法案検討の中で

会計年度任用職員をフルタイム勤務と短時間勤務

に区分し、フルタイムは給料・退職手当を含む手

当、短時間勤務は報酬・期末手当・費用弁償とい

う、勤務時間による待遇格差を設けた。

　この経過からも明らかなとおり、雇用主として

の自治体の責任感は希薄で、勤務時間を15分短く

して退職金や各種手当を逃れようとするなど、均

等待遇の流れに逆行するものとなっている。

公務・公共サービスの民間化2

公務・公共サービス民間化の進行⑴

　今日、多くの市区町村で住民基本台帳の証明書

交付業務などが民間委託されており、証明手数料

の受領まで民間業者が行っている市区町村もあ

る。しかし、東京・足立区の戸籍事務委託に関し

て、東京法務局は「受理決定等の業務は市区町村

職員が行うべき」と文書指導し、東京労働局は

「市区町村の職員が委託先職員に直接指示するこ

とは偽装請負となる」と改善勧告を行ったため、

足立区は戸籍事務を直営に戻した。

　一方で全国の自治体では、体育館やプール、博

物館や美術館、図書館、果ては保育所や放課後児

童クラブ（学童保育）に至るまで、指定管理者の

名のもと、地方自治体の施設を使って民間企業が

営利事業を行っている。

トップランナー方式⑵

　地方交付税は自治体の基準財政需要額から地方

税など自治体の自主財源を除いた額を元に算定さ

れる。総務省はこの基準財政需要額の算出に用い

る単価を、民間委託を前提に引き下げるトップラ

ンナー方式を2016年度から実施している。

　2016年度には、学校用務員事務など16業務に適

用し、2017年度に青少年教育施設管理など 2業務

を拡大した。

　例を示すと、小中学校の学校用務員費を 1校あ

たり370万円から 5年間で297万円に引き下げるも

ので、これ以上の人件費を自治体が支出していれ

ば、持ち出しになるというものだ。

　学校用務のように人件費がほとんどの業務を、

消費税がかかる民間業者に委託すれば経費が下が

ること自体が不自然である。神奈川県の調査によ

れば県庁などの案内・受付や電話交換に従事して

いる委託労働者は最低賃金ギリギリで働いてお

り、自治体の委託業務が官製ワーキングプアの温

床となっている。
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民
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り
戻
す

普通地方交付税が震災前に比べて 6億円減少して

おり、厳しい財政運営が予想されている。復興期

間が2020年度で終わるのを見据え、職員人件費の

削減で財政の平準化を目指すとしており、民間委

託によって最初の 5年間で計 1億2400万円の経費

削減を見込んでおり、同時に職員の新規採用を今

後、退職者の半分程度に抑える方針だ。これに

よって現在250人の正規職員は将来的に 3 割削減

を目指すとしている。

　2019年度は臨時、嘱託を含めて職員67人分の業

務を委託しており、「市職員と共に働く民間社員

を募集」と題して、共立メンテナンスPKP事業

本部東日本事業部を問い合わせ先とする募集案内

を『広報りくぜんたかた』2019年 1 月号に掲載し

ている（図表 １）。また、地元紙の東海新報 1 月

12日付には募集する職種と人数、給料が掲載され

ていた（図表 ２）。一般事務を除いて賞与は予定

されておらず、パートタイムでは年収200万円に

も及ばない官製ワーキングプアとなる。

自治体が行うべき業務とは3
　2017年 5 月に地方公務員法・地方自治法が改正

され、会計年度任用職員制度が2020年 4 月から適

用されることになった。総務省は2017年 ８ 月23日

付で「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事

務処理マニュアル」を地方自治体に向けて発出

し、導入に向けた準備を促した。

　マニュアルの中で、自治体が行うべき業務とし

て、①自治体全体の臨時・非常勤職員の実態把

握。② ICT（情報通信技術）の徹底的な活用、民

　安倍政権の「公的サービスの産業化」の方針に

基づいて、地方自治体が行うべき住民サービス業

務の大部分を民間企業に委託し、臨時・非常勤職

員を解雇・雇い止めして、受託する民間企業に身

分を移管させる「包括委託」の動きが各地であら

われている。

　この包括外部委託について、自治労連は、①自

治体の業務に必要な専門性・継続性が失われ、住

民サービスが深刻なまでに低下する。情報漏えい

のリスクが高まる。②臨時・非常勤職員の大量の

雇い止めが発生する。受託業者が入れ替わるたび

に労働者の雇い止めが発生する。③地場の中小企

業では受託ができず、大手企業が参入し、得た利

益が地域には還元されず都市部に吸収される。④

偽装請負をはじめとした違法行為が発生する。⑤

受託企業が契約途中で撤退する場合があり、住民

サービスに重大な穴があく危険がある。この 5点

を指摘して反対している。

　静岡県島
しま

田
だ

市は包括外部委託を2019年10月から

導入する経費を2019年度当初予算案に計上してい

たが、島田市労連や島田・榛
はい

原
ばら

地区労連、静岡自

治労連などが共同して運動を進めた結果、予算案

は議会常任委員会で全会一致で否決され、市長に

取り下げさせている。島田市での取り組みの詳細

は別稿に譲りたい。

　一方で岩手県陸
りく

前
ぜん

高
たか

田
た

市は、201８年11月22日、

窓口、経理、庶務などの業務を2019年度以降、一

括して民間に委託する方針を表明し、同年12月27

日に（株）共立メンテナンスを委託先に選定し

た。

　201８年11月22日付けの河北新報によれば、東日

本震災以降、人口減少などによって陸前高田市の

包括外部委託⑶
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福
祉
セ

ン
タ
ー
（
大
船
渡
市
盛
町
）

◆
対
象
…
❶
身
体
障
害
者
手
帳
を

持
っ
て
い
る
人
❷
国
が
定
め
る
難

病
で
補
装
具
の
必
要
が
あ
る
人

◆
申
し
込
み
期
限
…
１
月
22
日
㈫

◆
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
…

市
役
所
地
域
福
祉
課
障
が
い
福
祉

係
（
内
線
２
０
４
）

　
盛
岡
市
で
は
、
復
興
を
担
う
人

材
の
育
成
を
支
援
す
る
た
め
、
進

学
に
よ
り
盛
岡
市
に
転
入
す
る
大

学
生
や
専
門
学
生
を
対
象
に
「
盛

岡
市
復
興
支
援
学
生
寮
（
シ
ェ
ア

ハ
ウ
ス
）」を
運
営
し
て
い
ま
す
。

※
家
賃
は
無
料
で
、
鍵
付
き
の
個

室
を
完
備

◆
入
居
対
象
…
①
東
日
本
大
震
災

ま
た
は
平
成
28
年
台
風
10
号
に
よ

る
被
災
者
で
進
学
の
た
め
に
盛
岡

市
へ
転
入
し
て
く
る
人
②
将
来
被

災
地
の
復
興
に
貢
献
し
よ
う
と
す

る
意
志
が
あ
る
人

◆
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
…

盛
岡
市
総
務
部
危
機
管
理
防
災
課

☎
０
１
９
（
６
１
３
）
８
３
８
６

　
気
仙
地
区
が
ん
診
療
連
携
協
議

会
で
は
、
病
気
に
な
っ
た
と
き
の

「
こ
こ
ろ
づ
も
り
」
を
家
族
や
地

域
で
考
え
る
「
気
仙
が
ん
を
学
ぶ

市
民
講
座
」
を
開
催
し
ま
す
。
参

加
は
無
料
で
す
。

◆
日
時
…
１
月
12
日
㈯
、
午
後
１

時
～
２
時
半
（
開
場
０
時
半
）

◆
場
所
…
大
船
渡
市
総
合
福
祉
セ

ン
タ
ー
（
大
船
渡
市
盛
町
）

◆
定
員
…
１
３
０
人

◆
問
い
合
わ
せ
先
…
岩
手
県
立
大

船
渡
病
院
が
ん
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
☎
０
１
９
２
（
２
６
）
１
１

１
１

　
飲
食
物
を
調
理
し
て
供
与
す
る

給
食
施
設
や
飲
食
店
営
業
、
魚
介

類
販
売
業
、
そ
う
ざ
い
製
造
業
で

調
理
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
調

理
師
は
、
調
理
師
業
務
従
事
者
届

を
出
す
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
30
年
12
月
31

日
現
在
の
状
況
を
就
業
地
を
管
轄

し
て
い
る
保
健
所
へ
の
届
け
出
を

お
願
い
し
ま
す
。

◆
届
出
が
必
要
な
調
理
師
…
①
給

食
施
設
（
寄
宿
舎
、
学
校
、
病
院
、

事
業
所
、
社
会
福
祉
施
設
、
介
護

老
人
施
設
な
ど
で
あ
っ
て
、
飲
食

物
を
調
理
し
て
供
与
し
て
い
る
施

設
）
②
営
業
（
飲
食
店
営
業
、
魚

介
類
販
売
業
、そ
う
ざ
い
製
造
業
）

◆
届
出
方
法
…
保
健
所
窓
口
へ
提

出
、
郵
送
、
電
子
申
請

◆
問
い
合
わ
せ
先
…
最
寄
り
の
保

健
所
ま
た
は
岩
手
県
県
民
く
ら
し

の
安
全
課
☎
０
１
９（
６
２
９
）５

３
２
２

　
岩
手
県
特
定
（
産
業
別
）
最
低

賃
金
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

30
年
12
月
28
日
㈮
か
ら
次
の
❶
～

❻
の
産
業
で
働
く
労
働
者
に
適
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
金
額
…

❶
鉄
鋼
業
、
金
属
線
製
品
、
そ
の

他
の
金
属
製
品
製
造
業
（
８
２
９

円
）

❷
光
学
機
械
器
具
・
レ
ン
ズ
、
時

計
・
同
部
品
製
造
業（
８
０
９
円
）

❸
電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子

回
路
、
電
気
機
械
器
具
、
情
報
通

信
機
械
器
具
製
造
業（
７
９
６
円
）

❹
百
貨
店
、
総
合
ス
ー
パ
ー
（
８

０
０
円
）

❺
自
動
車
小
売
業
（
８
３
８
円
）

❻
各
種
商
品
小
売
業（
７
６
７
円
）

◆
問
い
合
わ
せ
先
…
岩
手
労
働
局

賃
金
室
☎
０
１
９
（
６
０
４
）
３

０
０
８

　
市
で
は
、
平
成
31
年
度
か
ら
窓

口
業
務
な
ど
の
定
型
業
務
を
民
間

会
社
に
委
託
す
る
こ
と
と
し
、
こ

の
度
、
㈱
共
立
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
と

行
政
事
務
包
括
業
務
委
託
契
約
を

締
結
し
ま
し
た
。

　
つ
い
て
は
、
新
年
度
か
ら
市
役

所
な
ど
で
行
政
事
務
に
携
わ
っ
て

い
た
だ
け
る
方
を
募
集
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

◆
募
集
期
間
…
１
月
７
日
㈪
～
18

日
㈮

◆
募
集
内
容
…

①
一
般
行
政
事
務
（
５
人
程
度
）

②
事
務
補
助
業
務
（
60
人
程
度
）

※
電
話
交
換
、
窓
口
対
応
、
障
が

い
者
支
援
、
国
民
健
康
保
険
、

社
会
教
育
、
文
化
財
調
査
、
図

書
館
運
営
、
特
別
支
援
教
育
指

導
な
ど

◆
問
い
合
わ
せ
先
…
共
立
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
Ｐ
Ｋ
Ｐ
事
業
本
部
東
日
本

事
業
部
☎
０
３
（
５
２
９
５
）
７

７
９
８

お
知
ら
せ

被
災
さ
れ
た
学
生
の
皆
さ
ま
へ

盛
岡
市
復
興
支
援
学
生
寮

障
が
い
の
あ
る
人
な
ど
を
対
象
に

補
装
具
の
巡
回
相
談

い
ち
サ
ポ

　お
お
ふ
な
と
ル
ー
ム

働
き
た
い
若
者
を
応
援
！

が
ん
と
共
に
生
き
る

気
仙
が
ん
を
学
ぶ
市
民
講
座

調
理
師
の
皆
さ
ま
へ

調
理
師
業
務
従
事
者
届
の

提
出
を

労
働
者
に
適
用
さ
れ
ま
す

岩
手
県
特
定
最
低
賃
金

平
成
31
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト

市
職
員
と
共
に
働
く
民
間

社
員
を
募
集

17 16
広報りくぜんたかた 広報りくぜんたかた

　　　　　　201９年（平成31年）１月号

図表 １　広報誌に掲載された委託社員の募集

『広報りくぜんたかた』２0１9年 １ 月号より
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間委託の推進等による業務改革の推進。③正規職

員をつけるべき職と会計年度任用職員など非常勤

職員をつけるべき職の明確化。④条例、規則への

位置づけ。この 4点をあげ、会計年度任用職員へ

の移行の前に、ICT化による職の廃止や、民間委

託による職の廃止を検討するよう求めている。

あいまいな正規職員の位置づけ⑴

　マニュアルが示す正規職員をつけるべき職の要

件は、①相当の期間任用される職員をつけるべき

業務に従事する職であること、②フルタイム勤務

とすべき標準的な業務の量がある職であることの

両方を満たすこととしている。総務省はこれを説

明するのに、図表 ３のような 2次元マトリックス

を用いている。

　会計年度任用職員にもフルタイム勤務が想定さ

ことになる。

むしろ民間委託促進のツールに⑵

　会計年度任用職員制度導入のための地方財政措

置が明らかにされない中で、ある自治体の財政当

局は「総務省の地方財政措置はあてにならない、

何度も煮え湯を飲まされてきた」と不信をあらわ

にしており、少しでも財政負担を軽くするため、

民間委託の検討を、人事当局に求めている。

　一部の市町村では、会計年度任用職員制度設計

の一部または全部をコンサルタントに委託し、総

務部が各課に対して行う業務仕分けのヒアリング

にコンサルタント社員が同席し、「なぜ民間委託

できないのか」としつこく問う状況が報告されて

いる。

　新自由主義的行財政改革により職員削減を行っ

れており、②は該当するが、①の「相

当の期間任用される職員をつけるべき

業務」という極めて主観的な要件に該

当するか否かが、正規か非正規かを分

けることになる。

　いわば、自治体の首長がこの仕事は

正規職員がしなくてよいといえば、会

計年度任用職員にさせていいともとれ

る内容だ。一方で総務省は、正規職員

をつけるべき業務は民間委託すべきで

ないとしており、それ以外の業務につ

いては直営で行うか外部委託するかは

自治体の判断としている。正規職員が

担当していた業務が、自治体の都合で

会計年度任用職員が担当することに

なった場合、民間委託が可能となると

いう、仕事の「ラベリング」機能を会

計年度任用職員制度が果たしてしまう

155,300円

135,000円

２人

５人

図表 2　包括委託業務の募集内容

東海新報2019年1月12日付より自治労連作成

１．一般行政事務（１年の契約社員、更新あり、８時30分から17時15分までのフルタイム勤務）

２．事務補助業務（パートタイム、８時30分から17時15分の間で週29時間以内勤務）

３．事務補助業務（フルタイム）

勤 務 先

市役所 一般事務及び窓口対応業務 有180,000円５人

勤　　務　　内　　容 賞与給  料
（月額）

募集
人数

勤 務 先

総務部総務課
総務部税務課

民生部市民課

図書館

市内小中学校

電話交換及び窓口案内業務
窓口対応及び市税賦課・収納補助業務
障がい区分認定調査補助業務
障がい者相談支援業務
国民健康保険関係業務
社会教育事業支援業務
文化財調査補助及び資料整理業務
埋蔵文化財発掘調査補助業務
図書館運営支援業務

特別支援教育指導補助業務

無130,000円
130,000円
155,300円
135,000円
130,000円
135,000円
155,300円
155,300円
135,000円

130,000円

３人
２人
１人
１人
３人
３人
２人
２人
３人

10人

勤　　務　　内　　容 賞与給  料
（月額）

募集
人数

勤 務 先

議会事務局

博物館
市内小中学校
水道事業所

議事録作成及び事務補助業務
図書館窓口対応業務
移動図書館車運転業務及び図書館営繕業務
被災博物館資料安定化処理及び修理業務
学校用務員補助業務
窓口対応及び事務補助業務

無6,200円１人
３人
１人
10人
１人
１人

勤　　務　　内　　容 賞与給  料
（日額）

募集
人数

民　生　部
地域福祉課

教育委員会
生涯学習課

博物館

被災博物館資料安定化処理及び修理業務
（学芸員資格有）

被災博物館資料安定化処理及び修理業務
（学芸員資格なし）

図書館
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特
　
集

公
務
・
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
住
民
の
手
に
取
り
戻
す

託検討のきっかけが、会計年度任用職員制度導入

の人件費増対策であったことを見ても、会計年度

任用職員制度が民間委託促進ツールとなっている

ことは明らかだ。

公権力の行使と民間委託業務は紙一重⑶

　（ 2）でも述べたが、総務省は「徴税事務や許

認可、住民市民のプライバシーに関わる業務」な

どは自治体直営で正規職員が担当すべきとしてい

るが、それ以外は業務委託が可能としている。

　例えば、税金の滞納者に対する電話による自主

的納付の呼びかけ業務を民間事業者に委託する例

が全国あちこちの自治体に見られる。

　「期限までに納付されませんでしたので、督促

状を送りました、督促状に書かれた期限までに納

付してください」と電話すれば、督促という公権

力の行使となり自治体職員が行わなければならな

いが、「税の納付をお忘れではないですか。お確

かめいただいて銀行で手続きをお願いします」と

いう電話は自主的納付を促す慫
しょう

慂
よう

行為とされ、

多くの自治体が民間企業に委託している。

　このように、公権力の行使と民間委託業務は紙

一重で、正規職員の業務執行と密接不可分な関係

にある。そこには偽装請負の種がゴロゴロしてい

る。

おわりに4
　「窓口業務を民間委託して職員は企画立案業務

に専念させる」──これは、窓口業務の民間委託

を進めようとする自治体当局が異口同音に説明す

る理由だ。

　「住民の福祉の増進を図ること」を役割の基本

とする（地方自治法 1条の 2）地方自治体の仕事

は住民との関わりが不可欠で、この最前線が各種

窓口だ。窓口を通じた住民の要望や意見集約抜き

の企画立案など机上の空論にすぎず、窓口業務の

民間委託は自治体の自殺行為だ。

　「暮らしささえあい条例」（市民の経済的困窮、

地域社会からの孤立その他の生活上の諸課題を、

総合窓口を中心に解決し、生活再建を図る）、「債

権管理条例」（水道料や住宅使用料などに滞納が

ある場合、生活再建から先に取り組む）を持ち、

「窓口まで相談に来られた方に職員が『ほかにも

何か困ったことがありますか』と声をかけるよう

にしている」と市長が語る滋賀県野
や

洲
す

市の取り組

みこそが、地方自治体のめざすべき姿のひとつで

はないだろうか。

た結果、会計年度任用職員制

度の企画立案すら直営で行え

ない自治体が、コンサルタン

ト費用を捻出するため「経費

削減」の名目で民間委託を進

めるという。まるでタコが自

らの足を食っている状態が広

がっている。

　静岡県島田市の包括外部委

従
事
す
る
業
務
の
性
質
に
関
す
る
要
件

③
臨
時
的
任
用
職
員

常
時
勤
務
を
要
す
る
職

図表 3　「職」の整理

②特別職①一般職

任期の定めのない常勤職員

任期付職員

任期付短時間職員

再任用短時間職員

再任用職員

「相当の期間任用される職員」を就けるべき業務に従事 左記以外の業務に従事

パ
ー
ト
タ
イ
ム

フ
ル
タ
イ
ム

（
と
す
べ
き
標
準
的
な
業
務
の
量
）

非
常
勤
の
職

勤務時間の要件

会計年度任用の職

④会計年度任用の職員
（フルタイム）

④会計年度任用の職員
（パートタイム）

短時間勤務の職

特別職

総務省「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル （第２版）」2018年10月より


